
●
対
象
者

○
上
三
川
町
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
（
※
1
）

○
国
民
健
康
保
険
税
を
滞

納
し
て
い
な
い
世
帯

○
出
産
予
定
日
ま
で
1
か

月
以
内

○
医
療
機
関
等
か
ら
受
取

代
理
の
同
意
を
得
て
い

る
こ
と

（
※
1
）
健
康
保
険
組
合
等

の
社
会
保
険
に
被
保
険
者

本
人
と
し
て
1
年
以
上
加

入
し
て
い
た
人
が
、
そ
の

資
格
を
失
っ
て
か
ら
6
か

月
以
内
に
出
産
し
た
場
合

は
、
国
民
健
康
保
険
で
は

な
く
、
加
入
し
て
い
た
健

康
保
険
組
合
等
か
ら
出
産

育
児
一
時
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

○
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

○
母
子
健
康
手
帳
又
は
出
産
予
定
日
を
証
明
す
る
書
類

○
印
か
ん

●
出
産
育
児
一
時
金
受
取
代
理
の
流
れ
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出
産
一
時
金
受
取
代
理
制
度

※実際の出産費用が35万円を下回る場合は、その差額を世帯主に支給します。

被保険者 

医療機関  上三川町  

国民健康保険  

①
出
産
育
児
一
時
金
請
求
書（
事
前
申
請
用
）用
紙
交
付
を
申
請
す
る
 

②
用
紙
を
交
付
す
る
 

⑤
出
産
育
児
一
時
金
の
事
前
申
請
を
す
る
 

③
医
療
機
関
に
、
用
紙
の「
受
取
代
理
人
の
欄
」の
記
入
を
依
頼
す
る
 

⑨
出
産
費
用（
不
足
分
）の
差
額
を
支
払
う
 

⑧
出
産
費
用
請
求
書
（
不
足
分
）
と
 

　
出
生
証
明
書
を
交
付
す
る
 

④「
受
取
代
理
人
の
欄
」を
記
入
後
、
交
付
す
る
 

⑥事前申請を受け付けたことを連絡する 

⑦出産後、出産費用請求書（35万円）と 
　出生証明書の写しを送付する 

⑩出生育児一時金（35万円）を支払う 

今年度の生活習慣病予防
週間のスローガンは、「ウエ
ストのサイズダウンで健康
アップ！」です。
生活習慣病とは、毎日の

よくない生活習慣の積み重
ねによって引き起こされる
病気の総称ですが、自分自
身の生活習慣を見直すこと
で十分に予防できます。

上
三
川
町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
被
保

険
者
が
出
産
す
る
場
合
、
事
前
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ

り
、
国
民
健
康
保
険
が
出
産
育
児
一
時
金
（
上
限
35
万

円
）
を
直
接
医
療
機
関
等
へ
支
払
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

な
お
、
従
来
ど
お
り
医
療
機
関
等
で
出
産
費
用
を
支

払
っ
た
後
に
、
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
申
請
を
す
る

方
法
も
継
続
し
て
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

▼問い合せ先＝保険課　国保年金係　1%6９１３４

2月1日～7日は
「生活習慣病予防週間」です！

▼問い合せ先＝保険課　健康診査担当　1%6９１２９

メタボリックシンドロームの診断基準
□ 内臓脂肪型肥満
腹囲（おへその高さで測る）が
男性で85cm以上　女性で90cm以上

必
須
項
目

□ 高血糖
 空腹時血糖値が110mg/dl以上
□ 血圧高値
収縮期血圧が130mmHg以上　または／か
つ　拡張期血圧が85mmHg以上

□ 脂質異常
中性脂肪値が150mg/dl以上　または／かつ
HDLコレステロール値が40mg/dl未満

2
つ
以
上
に
該
当

1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクス
リでしっかり予防しましょう !

必須項目かつ2つ以上に該当した人はメタボリック
シンドロームです。


